
　医療機関逼迫で合同声明、�
� 「目安対応廃止を」
� −日医と病院６団体−

　日本医師会と日本病院会など病院関係６団体は１２日、合同会
見を開き、２０２６年度診療報酬改定に向けた合同声明を発表し
た。６団体が１０日に公表した、２４年度改定後の病院経営に関す
る緊急調査の結果を踏まえ、「高齢化の伸びの範囲内に抑制す
る」という社会保障予算の目安対応の廃止や、賃金・物価の上
昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入を訴えた。
　合同声明では、「病院をはじめとする医療機関の経営状況は、
著しく逼迫しており、賃金上昇と物価高騰、医療の技術革新へ
の対応ができない」と指摘。「人手不足に拍車がかかり、適切な
医療を提供できなくなるだけでなく、突然、医療機関が地域か
らなくなってしまう」との危機意識を示した。「期中改定での
対応も必要」とした。
●「本当に異常事態」　　　日医・松本会長
　日医の松本吉郎会長は、調査結果を受け「本当に異常事態だ」
との認識を表明。今夏の「骨太の方針」取りまとめに向け、「今
ここで、われわれがしっかりと声を上げないと」と力を込めた。
　賃金・物価上昇に適切に対応する診療報酬上の仕組みのイ
メージとして、賃金上昇については「他産業の賃上げ状況や春
闘の結果などを参考に対応する仕組みが考えられる」と説明。
物価上昇は、消費者物価指数などを参考とする考えを示した。
　全日本病院協会の猪口雄二会長は、「現在の財政フレームの
中での診療報酬改定では、この賃金・物価上昇には追い付けな
い」と強調。「２６年度改定、できれば今年中に何らかの財政的な
援助を頂かないと、病院の運営は立ち行かなくなる」と危惧
し、期中改定も視野に入れた対応の必要性を訴えた。
　日本医療法人協会の太田圭洋副会長は、調査結果から「病床
利用率で９０％を超えるくらいでないと採算ラインを超えるのは
難しい。それは現実的にはほぼ満床に近い状態だ」と説明。
「病床を完全に埋め切れなければ、経営が成り立たない状況は
本当に異常」との認識を示した。
　全国自治体病院協議会の野村幸博副会長は、自身が病院長を
務める国保旭中央病院（千葉県旭市）でも昨年度、開設７０年で
初めて赤字になったと報告。「公立病院は、人事院勧告で高い
賃上げが求められている」と述べ、厳しい状況にあることを訴
えた。
　日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長は、「民間病院の中に
は、賃上げもできず医療機器も買えない状況で、ぎりぎり黒字
を保ちながら、銀行から融資が受けられる状態を保っていると
ころもある」と説明。調査結果以上に厳しい民間病院があるこ
とに理解を求めた。（藤田昌吾）� メディファックス３月１３日

　物価高騰への支援、�
� 都道府県でばらつき
� −重点支援地方交付金の活用で

　医療機関の食材料費や光熱費の価格高騰に対し各都道府県は
「重点支援地方交付金」を活用し支援に動いている。
　医療機関への重点支援地方交付金では、それぞれ設定した１
床当たりの支援額に許可病床数を乗じて支給する「加算支援金」
を採用する道府県が多い。一方で岡山、福島など１２都県では、
これとは別に「基礎支援金」を設定している。
　岡山県は、食材料費支援を含めて高度救命救急センターに対
し基礎額２２２万円のほかに１床当たり３万７０００円を加算する。
救命救急・周産期母子医療センターにも基礎額１７７万６０００円に
加えて１床当たり２万７０００円を支援する。これ以外の病院は▽
２００床以上▽１００～１９９床▽１００床未満─で段階的に基礎支援額と
加算支援額を設定している。
　福島県は３００床以上と未満に分け、３００床以上には基礎額１６６
万円の他に加算支援金として１床当たり３万４０００円を、食材料
費支援として１床当たり１万６０００円を支給する。
　神奈川県では、特別高圧受電病院には１床当たり２万４０００円
を、それ以外に１床当たり２万２０００円を支援する形を採用した。
関西の大阪、京都、兵庫の２府１県は、光熱費支援で１床当た
り１万５０００円と足並みがそろっている。ただ、食材料費への支
援は、京都が民間病院に対し１床当たり３４００円、公立・公的病
院には１床当たり１７００円、大阪は１床当たり６４００円を設定した
が、兵庫は診療報酬での対応を踏まえ今回は見送るとした。
　このほか現時点で４４の都道府県で何らかの支援を実施するこ
とが決まっている。残る和歌山、徳島、鹿児島の３県について
も医療機関に対する支援金は確保する方向で、４月以降に公表
するとしている。
●経営厳しい医療機関に積極的支援を　　　厚労省
　重点支援地方交付金を巡っては厚生労働省医政局が昨年１２
月、各都道府県に対して医療機関への支援に活用するよう求め
る事務連絡を出していた。都道府県の直近の支援の動きに対し
て厚労省は「重点支援地方交付金は都道府県が独自に考えて支
援するものであり、ばらつきが生じることは承知している」と
した上で、「医療機関の経営が厳しい状況からも厚労省として
は重点支援地方交付金を活用して積極的に支援していただきた
い」としている。� メディファックス３月１１日
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　　訪看STに「教育的な指導」実施へ
� −中医協、要綱改定−

　中医協（会長＝小塩隆士・一橋大経済研究所特任教授）は１２
日の総会で、訪問看護ステーション（訪看ST）に関する指導要
綱の改定案を了承した。主に情報提供を端緒とする指導のみと
なっている現状を踏まえ、「高額」など一定の基準に該当する訪
看STに対し「教育的な視点」による指導を行う機会を設けるこ
となどが柱だ。
　訪看の実施事業所は近年増加傾向にあり、特に営利法人の事
業所の伸びが顕著だ。訪問看護療養費の算定件数や年間医療費
も大きく増加している。
　厚生労働省は、レセプト１件当たり医療費（年度平均）が高
い訪看STほど、STの増加率が大きいことを指摘し、「訪問看護
の日数や回数が一律に多いといった状況があるのではないか」
と問題視した。こうした状況に加え、訪看STへの指導機会が
限られていることを踏まえ、指導要綱の改定を提案した。
●平均額高い順に対象　
　具体的には、レセプト１件当たりの平均額が高い訪看ST（取
扱件数の少ない場合は除く）について、平均額が高い順に「都
道府県個別指導」の対象として選定する。併せて、複数都道府
県で広域に運営されている訪看に対し、厚労省、地方厚生（支）
局、都道府県による指導の仕組みも新設する。現在は講習形式
で行っている集団指導のeラーニング化も検討する。速やかに
保険局長通知を発出する構えだ。
　診療側の長島公之委員（日本医師会常任理事）は、「訪看の指導
見直しの方向性については、診療側として異論ない」と回答した。
　支払い側の松本真人委員（健保連理事）も、事務局案で見直
す方向を了承した。その上で、訪問看護療養費の増加について
「保険者としても以前から問題意識を持っていた。ある意味で
高い収益が見込める患者に集中しているようにも見える」と指
摘。今後の診療報酬改定に向け、「法人の営利、非営利での医療
費の総額や単価の傾向分析を含めて、議論の準備を進めてもら
いたい」と要望した。� メディファックス３月１３日

　　医師会活動の意義、若手に訴求
� −大阪府医・加納新会長−

　今年１月に大阪府医師会長へ就任した加納康至氏は、本紙の
取材に応じ、組織強化に向けて、若手医師に対する医師会活動
の意義を訴求する考えを示した。府医の勤務医部会で導入して
いる、４０歳以下を中心に若手医師が参画する「U４０　OSAKA」
で、若手医師や研修医に向けた取り組みを強化していると説
明。医師会活動との接点を増やし、結束力につなげていきたい
と意気込みを語った。
　「医師会の意見や考えを具現化するためには、数の力が必要
だが、自然に会員が増える時代は過ぎ去った」と指摘し、若手
に積極的に訴えかける意義を強調した。勤務医部会の下部組織
であるU４０　　OSAKA勤務医部会（隔月開催）は、非会員で
も参画できる仕組みを導入するなど、組織力強化に向けて非会
員の意見も取り入れた活動を重視しているという。各種委員会
や地区医師会における将来のキーパーソン育成の場でもある
「医療問題研究委員会」にも、積極的に若手を起用している。
　こうした活動により「まずは医師会活動の経験を通じ、何ら
かの満足感を感じていただく取り組みを広げていきながら、若
手医師会員の裾野を広げていきたい」と話した。
� メディファックス３月４日

　　MRワクチンの定期接種、２年延長
� −供給不足で、厚労省が周知−

　MRワクチンの供給不足問題を受け、厚生労働省は１１日の事
務連絡で、３月末までに定期接種を受けられなかった対象者に
ついて、４月から２０２７年３月までの２年間、公費による接種を
認めると周知した。
　定期接種の対象者は、▽１歳の小児▽小学校入学前の５～６
歳の小児▽抗体保有率が低い、２４年度に４５～６２歳になる男性―
だ。
　４５～６２歳の男性への定期接種は、２４年度末までの対応として
きたが、３月中に抗体検査を行い、風疹の抗体価が不十分であ
れば、２年の延長を認める。４月以降に検査を実施した場合
は、対象外となる。
　厚労省は事務連絡で、接種対象期間を延ばした背景に言及。
一部の自治体・医療機関では、ワクチンの供給が行き届いてい
ないとの報告を受けているとした。年度末の３月の駆け込み需
要で、接種体制の確保が難しい場合もあり得る、と説明してい
る。事務連絡は、厚労省健康・生活衛生局感染症対策部予防接
種課が出した。題名は「麻しん及び風しんの定期の予防接種に
係る対応について」。� メディファックス３月１２日

　　電子処方箋の導入費補助、延長を通知
� −厚労省、９月末まで−

　厚生労働省は１１日付の事務連絡で、電子処方箋の導入費用補
助の対象について、「２０２５年９月末まで」に導入した医療機関・
薬局とすると通知した。政府が設定している導入目標に合わせ
て「３月末まで」としていたが、今夏に目標を見直すことを踏
まえ、対象期間を延長する。
　補助額の上限や補助率は変わらない。医療情報化支援基金
（ICT基金）による導入補助は、基本機能に加えてリフィル処方
箋対応機能などを導入した場合、▽大型チェーン薬局＝上限額
１３．８万円（補助率４分の１）▽その他の薬局＝２７．７万円（２分
の１）、診療所＝２７．１万円（２分の１）▽大規模病院＝２００．７万円
（３分の１）▽その他の病院＝１３５．３万円（３分の１）―となる。
これと併せて、都道府県による導入助成も受けると、合計で、
▽大型チェーン薬局＝上限額１９．４万円（補助率２分の１）▽そ
の他の薬局、診療所＝２９．２万円（４分の３）▽大規模病院＝２４
３．３万円（２分の１）▽その他の病院＝１６２．９万円（２分の１）
―となる。昨年１２月時点で、２７都道府県が助成事業を展開して
いる。
　このほか、１月から「プレ運用」が始まった院内処方の登
録・閲覧機能を追加で実装した場合は、ICT基金から、▽大型
チェーン薬局＝上限額１．５万円▽その他の薬局＝３万円▽診療
所＝１０．８万円▽大規模病院＝５５万円▽その他の病院＝３９．３万円
―の支援が受けられる。【PHARMACY NEWSBREAK】
� メディファックス３月１７日

　　医師国試、9486人が合格
� −合格率92.3％−

　厚生労働省は14日、2月上旬に実施した第119回医師国家試験
の合格者を発表した。全体の出願者は1万544人、受験者は1万
282人で、合格者は9486人だった。合格率は92.3％。
　男女別で見ると、男性の受験者は6584人、合格者は6044人
（合格率91.8％）。女性の受験者は3698人、合格者は3442人
（93.1％）だった。
　新卒者に限ると、出願者は9717人、受験者は9507人で、合格
者は9029人（95.0％）だった。近年の全体の合格率は、▽2024
年＝92.4％▽23年＝91.6％▽22年＝91.7％▽21年＝91.4％▽20
年＝92.1％―となっている。合格者の受験番号などは、厚労省
ホームページを参照。（https://www.mhlw.go.jp/kouseiro
udoushou/shikaku_shiken/goukaku.html）
� メディファックス３月１７日
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